
ライフイベントにかかる社内制度

傷病

全社員 休職

初診日
▼

休職 休職 休職

傷病手当金

（健康保険加入者のみ）
標準報酬日額×2/3×休職日数
同一傷病通算1年半受給可

←←←

介護

全社員 介護休業

介護休業給付金 ←

介護休業 介護休業

（雇用保険加入者のみ）
休業開始時賃金日額×67%×日数
対象家族一人につき93日を限度に3回まで受給可

←

傷病による休職制度あり

対象家族の介護のための介護休業制度あり

全社員 勤続 勤続 勤続

10年
▼

20年
▼

30年
▼

40年
▼

永年勤続祝金

リフレッシュ休暇

勤続5年5万円、10年10万円、20年20万円、30年30万円・・

結婚祝金 出産祝金 傷病見舞金 災害見舞金 退職金

各種慶弔制度 各種ライフイベントに対する祝金・見舞金制度あり

退職
▼

勤続

対象家族１人に
つき通算93日

▼

対象家族1人につき年５日、２人以上年10日取得可介護休暇

勤続５年毎５日付与
（取得期限原則5年 ※次回付与時合わせて最大10日まで取得可）

5年
▼

15年
▼

25年
▼

35年
▼

45年
▼

勤
続

勤
続


